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 笠岡市議会では，議会基本条例（案）において「別に条例で定める」こととした議会議

員政治倫理条例（案）についても，並行して協議を進めてきました。以下にその案をお示

しし，市民の皆様方の御意見をお伺いします。 

 

笠岡市議会議員政治倫理条例（素案） 

 

 先に我々笠岡市議会は，議会基本条例を制定し，将来にわたり市民福祉の向上のため全

力を挙げて市民の信託に応えることを誓った。このことは，議員に対する市民の揺るぎな

い信頼があって初めて実現できるものである。 

 そのためには，議員は，市民の代表としての自覚と良識を持ち，自らの明確な政治倫理

基準に基づき，誇りと強い意志をもって市政を担いつつ，常に説明責任を果たしていくこ

とが必要である。 

 ここに，議員と市民との信頼関係を築く基盤として，全議員の総意によりこの条例を制

定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は，市政が主権者である市民の厳粛な信託によるものであることを認識

し，その受託者である市議会議員（以下「議員」という。）が，市民全体の代表者とし

て，その人格と政治倫理の向上に努め，市政に対する市民の信頼に応えることにより，

清廉かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 

 （議員の責務） 

第２条 議員は，市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を有することを深く認

識し，公正・誠実・清廉を基本とし，厳しい倫理意識に徹して積極的に活動し，その使

命の達成に努めなければならない。 

 （市民の役割） 

第３条 市民は，市政の主権者として，議員及び議会を通して市政の運営に参画するとと

もに，市民全体の代表者である議員の政治活動に対し，関心を持つように努めるものと

する。 

２ 市民は，議員に対し，次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行って

はならない。 

 （政治倫理基準） 

第４条 議員は，政治資金規正法1（昭和２３年法律第１９４号），公職選挙法2（昭和２５

年法律第１００号），公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律3

（平成１２年法律第１３０号）等の諸規定とともに，次に掲げる政治倫理基準を厳守し

なければならない。 

                                                                 
1 政治団体の届出，政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者

に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講じた法律です。  
2 衆議院議員，参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙が，選挙

人の自由に表明する意思によつて公明かつ適正に行われるよう定めた法律です。  
3 公職にある者が，あっせん行為により利益を得たときには，そのあっせんの内容が公務員

に適法な行為をさせるものであっても処罰することとした法律です。  
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(1) 市民全体の奉仕者として，その品位と名誉を損なうおそれのある行為をしないこと。 

(2) 市民全体の利益のみを指針として行動し，その地位を利用していかなる金品も授受

しないこと。 

(3) 市が行う許可，認可又は請負契約，業務委託契約，物品納入契約その他の契約に関

し，特定の企業又は団体のため不正な許認可又は契約をするよう働きかけないこと。 

(4) 市職員の採用，昇格及び異動に関し，その地位を利用し，不正に影響力を行使しな

いこと。 

(5) 政治活動に関して，会社，労働組合その他の団体（政党及び政治団体を除く。）か

ら寄附を受けないこと。議員の後援団体についても，政治的・道義的批判を受けるお

それのある寄附を受けないこと。 

(6) 国若しくは地方自治体の公務員又は関係団体（指定管理者を含む。）の役員若しく

は職員に対し，その権限又はその地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の

執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。 

２ 議員は，前項に規定する政治倫理基準に反すると疑惑を持たれたときは，自ら進んで

真摯かつ誠実に疑惑を解明し，その責任を明らかにしなければならない。 

 （就業等の報告義務4） 

第５条 議員は，自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その

他の団体（出資団体を除く。以下「法人等」という。）の無限責任社員，取締役，執行

役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者，支配人及び清算人に就いている場合は，

速やかに議長に報告しなければならない。事業を休止したとき又は職を辞したときも同

様とする。 

(1) 収益事業を営む法人等 

(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等 

(3) 市から補助金等を受け，又は受けようとする法人等 

 （審査の請求） 

第６条 議員は，第４条第１項に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められる

議員があるときは，それを疑うに足る事実を証する資料を添えて，議員定数の５分の１

以上の議員の連署をもって書面で議長に審査を請求することができる。 

２ 議員の選挙権を有する市民（以下「有権者」という。）は，第４条第１項に規定する政

治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは，それを疑うに足る事実

を証する資料を添えて，有権者１００人以上の者の連署をもって，その代表者から書面

で議長に審査を請求することができる。 

 （審査会の設置） 

第７条 議長は，前条の請求があったときは，これを審査するため，議会に笠岡市議会政

治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は，議員のうちから議長が指名する委員６人と学識経験を有する者のうちから

議長が委嘱する委員２人とをもって組織する。 

                                                                 
4 議員は，地方自治法第９２条の２の規定により，個人としてその地方自治体に対し請負を

してはならず，また，その業務の主要な部分がその地方自治体との請負によって占められて

いる法人の役員には就任できないことになっています。  
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３ 委員の任期は，議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。 

４ 委員の互選により審査会に会長及び副会長１人を置く。 

 （審査会の会議） 

第８条 審査会は，会長が招集する。 

２ 審査会は，委員の半数以上の出席がなければ，会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところ

による。 

４ 審査会の会議は，原則公開する。 

 （審査） 

第９条 審査会は，必要があると認めるときは，関係者から意見又は事情を聴取し，資料

の提出を求めることができる。 

２ 審査会は，審査を請求した議員又は市民代表者及び審査の請求の対象とされた議員（以

下「被請求議員」という。）の意見又は事情を聴取するため，それらの者の出席を求め

ることができる。 

３ 被請求議員は，審査会に対し，口頭又は書面により弁明することができる。 

 （審査結果の報告） 

第１０条 審査会の会長は，審査の結果を取りまとめ，議長に対し文書で報告するものと

する。 

２ 議長は，前項の報告を受けたときは，審査の請求をした者及び被請求議員に対し，そ

の内容を文書で通知するものとする。 

３ 被請求議員は，前項の文書を受け取った日から１４日以内に限り，弁明書を議長に提

出することができる。 

４ 議長は，第１項の報告の概要を市民に公表するものとする。この場合において，前項

の弁明書の提出があったときは，当該弁明書を併せて公表するものとする。 

 （議会の措置） 

第１１条 議会は，審査会の報告を尊重するものとする。 

２ 議会は，被請求議員が政治倫理基準等に違反したものと認められるときは，市民の信

頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 議長は，前項の措置の内容を市民に公表するものとする。 

 （守秘義務） 

第１２条 審査会の委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退

いた後も，同様とする。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は，議長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は，平成２４年４月１日から施行する。 


